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津波警報等が発表されない可能性のある津波（以下「警報なし津波」という。）は、遡上波の敷
地への到達、流入及び水位低下による海水ポンプへの影響（以下「施設影響」という。）を及
ぼすおそれがある。

既許可申請では、大津波警報が発表された場合に、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、
取水路防潮ゲートを閉止する運用により施設影響を防止する設計方針としているが、この設
計方針では、警報なし津波による施設影響が防止できない可能性がある。

１．津波防護の全体概要（１／２）
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そのため、申請者は、潮位観測システム（防護
用）を設置し、施設影響を及ぼすおそれのある
警報なし津波の潮位変動を観測し、取水路防
潮ゲートを閉止する判断基準（以下「閉止判断
基準」という。）に到達した場合に、中央制御室
間の連携により、循環水ポンプを停止（プラン
ト停止）し、取水路防潮ゲートを閉止する運用
により、施設影響を防止する方針を示した。

出典：発電用原子炉設置変更許可申請の補足説明資料（2020年9月3日）から抜粋・修正
<https://www2.nsr.go.jp/data/000326238.pdf＞

●津波襲来判断の例（1号炉海水ポンプ室）

水位下降側：エリアB（Es-K5）Kinematicモデルによる方法



１号炉２号炉

３号炉４号炉

取水路防潮ゲート
T.P.+8.5m

取水路防潮ゲート前面

放水口側防潮堤
T.P.+8.0m

1号及び2号炉
放水口前面 放水路（奥）

3,4号炉循環水ポンプ室前面

海水取水トンネル

非常用海水路

3,4号炉海水ポンプ室前面

2号炉海水ポンプ室前面

1号炉海水ポンプ室前面

潮位計

潮位計

津波防護の概要図を以下に示す。

１．津波防護の全体概要（２／２）

参2-2出典：関西電力（株）高浜発電所１，２，３，４号炉審査資料 第８２３回審査会合資料（令和２年１月２１日）から抜粋・修正
＜https://www2.nsr.go.jp/data/000298496.pdf＞

浸水防護重点化範囲

T.P.+3.5m

T.P.+4.0m

凡例（数値は敷地高さ）

T.P.+5.5m

津波防護施設

基準津波の評価点
c
v 参考評価点



２．潮位観測システム（防護用）による津波防護設計

参2-3

＜審査結果の概要＞

規制委員会は、以上の設計について、

・潮位観測システム（防護用）の安全機能の重要度分類は、取水路防潮ゲート（ＭＳ－１）と同等であること
・潮位観測システム（防護用）は、１号炉から４号炉で共用することにより、津波を異なる位置で複数台の潮位計に
より監視することで、安全性が向上するとしていること
・潮位観測による閉止判断基準の確認は、 １号及び２号炉中央制御室において取水路防潮ゲートの閉止操作を
行うため、１号及び２号炉中央制御室と３号及び４号炉中央制御室が衛星電話（津波防護用）を用いて
相互に連携して行うとしていること
を確認。

＜申請の概要＞
警報なし津波への対応として、 １号及び２号炉中央制御室と３号及び４号炉中央制御室において、津波防護施設として設置す

る潮位観測システム（防護用）（潮位計（発電所構内に合計４台）及び衛星電話（津波防護用）（中央制御室ごとに３台））を用いて
連携して潮位観測を行い、２台の潮位計で水位変動量が閉止判断基準に到達した場合、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、
１号及び２号炉中央制御室において取水路防潮ゲートの閉止操作を行う設計としている。

①１号炉海水ポンプ室潮位
②２号炉海水ポンプ室潮位
③３，４号炉海水ポンプ室潮位
④３，４号炉海水ポンプ室潮位

※１：電源箱及び演算装置は監視モニタの盤内機器であり、監視モニタの一部である。

出典：発電用原子炉設置変更許可申請の補正書（2020年10月5日）
から抜粋・修正＜https://www.nsr.go.jp/data/000330011.pdf＞

①
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※1 ※1

3,4号炉
海水
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3,4号炉
海水
ポンプ室
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潮位計 潮位計

監視モニタ 監視モニタ

② ③ ④

① ② ③ ④




